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令和５年11月

～

令和６年３月

「採用力アップのコツと定着率向上
のための仕組みづくり」セミナー

令和５年度
納税表彰者を祝う会

移動検診車による
定期健康診断

石巻税務署へ
新年の表敬訪問

令和５年度年末調整説明会

新春講演会並びに賀詞交歓会

インフルエンザ
予防ワクチン接種

日　付　令和５年11月21日㈫・22日㈬・24日㈮
会　場　東松島市コミュニティーセンター・石巻マルホンまきあーとテラス・女川町まちなか交流館

日　付　令和６年１月23日㈫
会　場　石巻グランドホテル

日　付　令和５年12月9日㈯
会　場　石巻ルネッサンス館
担当医療機関　医療法人社団進興会

せんだい総合健診クリニック

日　付　令和５年11月17日㈮
会　場　石巻グランドホテル
講　師　社会保険労務士法人Nice-One

代表 中山 伸雄 氏

日　付　令和５年12月20日㈬
会　場　割烹滝川

日　付　令和６年１月９日㈫
会　場　石巻税務署

日　付　令和５年11月18日㈯
会　場　石巻ルネッサンス館
担当医療機関　（一財）宮城県成人病予防協会

演　題　「地域産学官連携によるものづくり成功の秘訣」
講　師　国立大学法人東北大学名誉教授　堀切川 一男 氏

本 部 会

報 告
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法人税務セミナー（全２回） 新設法人説明会

特別講演会

フラワーアレンジメント
セミナー

AIG損害保険㈱共催
「メンタルヘルス対策」セミナー

租税教室（５校目） 新年の会員交流会

第２回全体会議並びに
新年の会員交流会 新iDeCo・NISA活用セミナー

日　付　令和６年２月７日㈬・８日㈭
会　場　石巻ルネッサンス館
講　師　石巻税務署法人課税第一部門

上席国税調査官　浅野 昭二 氏
上席国税調査官　中村 寿幸 氏

日　付　令和６年２月９日㈮
会　場　石巻ルネッサンス館
講　師　石巻税務署法人課税第一部門

上席国税調査官　浅野 昭二 氏

日　付　令和６年２月15日㈭
会　場　石巻グランドホテル
演　題　「ゼロからの再出発」
講　師　㈱山口達也

代表取締役　山口 達也 氏

日　付　令和5年12月22日（金）
会　場　石巻グランドホテル
講　師　㈲大森花園

日　付　令和６月２月26日㈪
会　場　石巻グランドホテル
講　師　社会保険労務士法人あい事務所

大野 ゆかり 氏

日　付　令和６年１月19日㈮
会　場　石巻市立桃生小学校
講　師　副部会長　岩倉 智津江

日　付　令和６年２月17日㈯・18日㈰
会　場　JR東日本四季劇場ほか

日　付　令和６年１月12日㈮
会　場　居酒屋恵比寿

日　付　令和６年２月22日㈮
会　場　石巻グランドホテル
講　師　寿FPコンサルティング㈱

代表取締役 高橋 成壽 氏

女 性 部 会

青 年 部 会

事 業
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古
写
真
シ
リ
ー
ズ
も
四
回
目
と
な

り
ま
す
が
、
今
回
は
和
や
か
な
子
供

た
ち
が
い
る
風
景
の
写
真
を
紹
介
す

る
。

　

一
枚
目
の
写
真
は
、
日
和
山
か
ら

北
上
川
河
口
を
撮
影
し
た
も
の
で
あ

る
。
着
物
姿
の
二
人
男
の
子
と
エ
プ

ロ
ン
姿
の
女
の
子
が
写
っ
て
い
る
の

が
風
景
に
溶
け
込
ん
で
愛
ら
し
く
感

じ
ら
れ
る
。

　

撮
影
さ
れ
た
の
は
大
正
中
期
で
、

ま
だ
門
脇
と
湊
側
の
河
岸
は
埋
め
立

て
工
事
が
始
ま
っ
て
い
な
い
。
撮
影

場
所
は
、
現
在
鹿
島
御
児
神
社
の
大

鳥
居
が
あ
る
付
近
で
、
こ
の
当
時

は
大
鳥
居
も
表
参
道
の
大
石
段
も
な

か
っ
た
。
鹿
島
御
児
神
社
が
、
村
社

か
ら
郷
社
に
な
っ
た
頃（
大
正
七
年
）

と
思
わ
れ
る
。（
明
治
四
年
の
太
政

官
布
告
で
神
社
の
格
が
村
社
、郷
社
、

県
社
と
定
め
ら
れ
た
）現
在
の
大
鳥

居
は
、
令
和
三
年
一
二
月
に
改
修
新

築
さ
れ
た
。
以
前
の
大
鳥
居
は
昭
和

一
〇
年
に
県
社
に
列
格
し
た
時
に
建

て
ら
れ
、
表
参
道
大
石
段
も
同
時
期

に
造
成
さ
れ
て
い
る
。
大
石
段
は
、

丁
度
子
供
た
ち
が
い
る
場
所
の
下
に

な
る
。

　

二
枚
目
の
写
真
は
、
北
上
川
左
岸

（
湊
側
）の
河
口
付
近
で
撮
影
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
両
親
と
子
供
だ
ろ
う

か
。
子
供
は
エ
プ
ロ
ン
姿
で
こ
の
頃

に
は
子
供
の
エ
プ
ロ
ン
が
流
行
し
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
も
大

正
中
期
の
写
真
で
あ
る
。
帆
を
張
っ

た
二
隻
の
小
型
漁
船
と
思
わ
れ
る
船

が
写
っ
て
い
る
が
、
何
の
漁
か
は
不

明
だ
。
河
口
か
ら
中
瀬
に
か
け
て
北

上
川
で
は
江
戸
時
代
か
ら
大
正
末
期

ま
で
、
秋
に
は
鮭
漁
が
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
た
。
流
し
網
、
建
網
で
大

量
の
漁
獲
が
あ
っ
た
が
、
大
正
末
期

に
は
漁
獲
の
減
少
で
廃
れ
て
し
ま
っ

た
。

　

三
枚
目
の
写
真
は
、
東
内
海
橋
の

欄
干
で
遊
ぶ
子
供
た
ち
で
あ
る
。
橋

の
中
央
部
に
も
子
供
が
お
り
、
全

部
で
一
〇
人
程
の
子
供
た
ち
が
写
っ

て
い
る
。
内
海
橋
は
明
治
一
五
年

に
内
海
五
郎
兵
衛
に
よ
り
架
橋
さ
れ

た
。
内
海
橋
は
明
治
三
三
年
ま
で
有

料
だ
っ
た
が
、
有
料
許
可
期
間
満
了

と
な
り
、
県
に
寄
付
さ
れ
て
無
料
に
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な
っ
て
い
る
。
東
内
海
橋
は
明
治

四
四
年
に
改
修
工
事
が
行
わ
れ
、
大

正
二
年
の
高
潮
で
橋
が
ゆ
が
ん
で
し

ま
っ
た
。
そ
の
た
め
半
月
程
不
通
と

な
り
、
渡
し
船
が
使
わ
れ
て
い
る
。

写
真
は
修
復
後
の
大
正
中
期
と
思
わ

れ
る
。
左
側
の
大
き
な
建
物
に
は
岡

田
座
の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

岡
田
座
の
前
身
は
幕
末
に
開
い
た
千

葉
座
で
、
明
治
一
九
年
の
内
海
座
を

経
て
明
治
二
四
年
に
岡
田
屋
重
兵
衛

が
継
承
し
て
岡
田
座
と
改
称
し
て
い

る
。
岡
田
座
も
大
正
二
年
の
高
潮
で

被
害
を
受
け
て
二
ヶ
月
ほ
ど
休
業
し

て
い
る
。

　

四
枚
目
の
写
真
は
、
北
上
川
河
口

湊
側
の
灯
竿
所
付
近
か
ら
撮
影
し
た

も
の
で
、
大
正
中
期
と
思
わ
れ
る
。

引
率
の
先
生
ら
し
き
人
物
と
五
〇
人

以
上
の
子
供
た
ち
で
目
的
は
不
明
だ

が
、
湊
小
学
校
の
児
童
が
長
浜
方
面

に
向
か
っ
て
い
る
遠
足
だ
ろ
う
か
。

川
の
中
に
立
ち
並
ぶ
多
く
の
杭
は
水

の
流
れ
を
制
限
し
て
治
水
す
る
水
制

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
右
上
に

見
え
る
大
き
な
松
の
枝
は
、
灯
竿
所

に
あ
る
大
き
な
一
本
松
で
あ
る
。
正

面
遠
く
に
見
え
る
山
は
馬
っ
こ
山

（
ト
ヤ
ケ
森
山
）で
あ
る
。

　

五
枚
目
の
写
真
は
、
渡
波
海
水
浴

場
に
あ
っ
た
海
水
館
前
で
撮
影
さ
れ

た
写
真
だ
。
明
治
十
八
年
神
奈
川
県

大
磯
に
日
本
で
初
め
て
の
海
水
浴
場

が
開
設
さ
れ
た
。
当
初
、
海
水
浴
は

健
康
と
医
療
が
目
的
で
、
そ
の
後
日

本
各
地
に
海
水
浴
場
が
開
設
さ
れ
て

い
る
。
渡
波
海
水
浴
場
は
波
が
穏
や

か
で
遠
浅
の
た
め
適
地
と
し
て
明
治

三
〇
年
頃
に
は
設
置
さ
れ
て
い
た
よ

う
だ
。
明
治
三
四
年
発
行
の「
石
巻

案
内
」で
は
五
，六
軒
の
旅
館
が
あ
っ

た
。
写
真
の
海
水
館
は
石
巻
仲
町
の

春
潮
楼
が
経
営
し
て
い
た
。
大
正
五

年
発
行
の「
牡
鹿
郡
案
内
誌
」に
は
、

「
眺
望
絶
景
・
海
水
浴
場
・
御
旅
館

　

海
水
館　

自
石
巻
一
里
一
五
丁
馬

鉄
に
て
二
〇
分
の
距
離
・
宿
泊
料
は

一
泊
七
〇
銭
内
外
に
て
思
召
次
第
と

す
」と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
石
巻
の

長
浜
海
水
浴
場
は
大
正
二
年
の
開
設

で
あ
る
。
写
真
は
明
治
四
〇
年
代
と

思
わ
れ
る
。（
牡
鹿
郡
案
内
誌
の
広

告
に
は
海
涼
館
と
い
う
旅
館
も
あ
っ

た
）

（
掲
載
写
真
は
全
て
本
間
英
一
所
蔵
）
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税理士　野　川　悟　志　

帳簿の記載が不十分な場合等の過少申告加算税の加重措置
～経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答～　　

　　筆者紹介
野川悟志（のがわ・さとし）
　福岡県出身。国税庁課税総括課、国税局法人課税課などを経て、東京都品川区で税理士登録。近著『税務図解の技法』
（大蔵財務協会）、『令和５年版 税制改正経過一覧ハンドブック』（共著、大蔵財務協会）など。

リ　　サ　税務調査でミスを指摘され、法人税の修正申告をして納税額が発生する場合、過少申告加
算税が課されることになりますが、この過少申告加算税の課税割合が見直されたと聞き
ました。どのように変わったのでしょうか。

サキ先生　ご質問の加算税制度の見直しは令和４年度税制改正で措置されたものです。具体的には、
帳簿の提示がない場合など一定の場合に過少申告加算税が加重されることになります。
　これは、帳簿の記帳水準を向上させるために、記帳義務を適正に履行しない納税者に対
し過少申告加算税を加重することとして新たに措置されました。

リ　　サ　具体的にどのような場合に過少申告加算税が加重されるのでしょうか。
サキ先生　例えば、調査において総勘定元帳などの帳簿を税務調査官に提示しない場合や、帳簿を提

示したもののその帳簿に記載すべき事項のうち売上げなどの収入に関する事項の記載が
著しく不十分な場合には、帳簿に記載すべき事項に係る増差税額の10％に相当する金額
が加算されます。一方で、収入に関する事項の帳簿への記載が著しく不十分ではないもの
の、記載が不十分である場合には、記載すべき事項に係る増差税額の５％に相当する金額
が加算されます。
　なお、この収入には、雑収入などの営業外収益や特別利益は含まれません。

リ　　サ　ここでいう「著しく不十分」や「不十分」はどのように判断するのですか。
サキ先生　記帳の程度として「著しく不十分」とは、収入について記載すべき事項の金額の２分の１

に満たない場合とされ、「不十分」とは、記載すべき事項の金額の３分の２に満たない場合
とされています。

リ　　サ　記帳の程度は収入に関する事項の記載で判断するとのことですが、なぜ経費では判断し
ないのですか。

サキ先生　経費については通常、税額を減らす要素となりますので、収入に比べて納税者の自主的な
記帳が期待できることなどがその理由とされています。

リ　　サ　では、調査の結果、売上げの過少計上と経費の過大計上に基づく修正申告をして、収入に
関する記帳の程度が不十分であった場合、過少申告加算税はどのように計算するのです
か。

サキ先生　記帳の程度は収入に関する事項のみで判断しますが、加重措置の対象は帳簿に記載すべ
き全ての事項が対象となります。そうしますと、売上げの過少計上だけでなく、経費の過
大計上に基因して納税することとなる本税額も過少申告加算税の加重措置の対象となり
ます。

リ　　サ　このような加重措置はいつから適用になるのですか。
サキ先生　加重措置は、令和６年１月１日以後に法定申告期限が到来するものについて適用になり

ますので、例えば令和５年10月決算期分の修正申告から適用されることになります。
リ　　サ　まずは、収入に関する事項の漏れがないように正しく記帳することが必要ですね。
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※当会ホームページからも、行事予定がご覧いただけます。http://www.i-houjinkai.jp

行 事 予 定

４月４日 ㈭ 新入社員セミナー   9:30 石巻グランドホテル
４月18日 ㈭ 女性部会：第18回法人会女性フォーラム広島大会 14:00 広島グリーンアリーナ
４月19日 ㈮ 県女連：女性部会連絡協議会視察研修会（１日目） 9:30 広島県内
４月20日 ㈯ 県女連：女性部会連絡協議会視察研修会（２日目） 10:30 広島県内
４月24日 ㈬ 県青連：第１回事業活動推進委員会 18:30 未定
４月26日 ㈮ 県連：第１回事務局長会議 14:00 宮城県法人会連合会
５月14日 ㈫ 県連：第１回総務委員会 15:00 宮城県法人会連合会
５月21日 ㈫ 県連：第１回理事会 12:00 江陽グランドホテル
５月23日 ㈭ 県連：第１回厚生委員会 15:00 大同生命保険㈱仙台支社

５月30日 ㈭

女性部会：第１回役員会 10:30

石巻グランドホテル
女性部会：令和６年度報告会 11:30
女性部会：会員交流会 12:15
女性部会：公開講演会 13:30

６月６日 ㈭ 県連：第１回税制委員会 15:00 未定
６月17日 ㈪ 県青連：第１回部会長会議 18:30 未定
６月21日 ㈮ 県連：令和６年定時社員総会 15:00 江陽グランドホテル
６月26日 ㈬ 六県連：令和６年度定時社員総会 16:00 江陽グランドホテル
６月29日 ㈯ 移動検診車による定期健康診断   9:00 石巻ルネッサンス館

▪解答を書いたパズルを切り取るか
またはコピーして、ハガキに貼
り、住所・氏名・連絡先と広報
誌の感想・ご意見などを一言ご
記入いただき、法人会事務局へ
お送り下さい。正解者の中から
抽選でクオカード1,000円分を3
名様へプレゼントいたします。
〆切は５月末日までとさせてい
ただきます。

〒986-0032
　　石巻市開成1－35
　　石巻ルネッサンス館内
　　（公社）石巻法人会  パズル係

《送り先》

【問題】
二重枠に入った数字の合計はいくつでしょう？

パズル・数独
※ルール① ： まだ数字の入っていないマスに、１から９までの数字のどれかをひとつずつ入れ

ましょう。
　ルール② ： タテの列、ヨコの列、太線で囲まれた３×３のブロックのいずれにも、１から９ま

での数字がひとつずつ入るようにします。

3 6 5
1 9 7 3

7 8 4
9 6

4 7 3 3
8 2

7 4 2
5 9 1 4
6 9 1

【作者紹介】株式会社ニコリ
　日本初のパズル専門誌「パズル通信ニコ
リ」を発行する出版社。数独・クロスワード
など多種多様なパズルをメディアへ提供する
コンテンツメーカーでもある。スマホアプリ
「スマニコリ」も配信中。
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